


はしがき

21世紀を迎えて 
20世紀は、社会主義と資本主義をめぐるイデオロギーの対立が世界を支配していた冷戦時
代でありました。しかし、21世紀を迎え、もはや、イデオロギーは世界戦略の対立軸ではなく
なりました。21世紀においては、我が国も、外に向けては国の対外政策の再構築を迫られ、内
にあっては、立法・行政・司法の諸改革、ならびに情報技術（IT）革命を基盤とした産業構造
の再編、それに伴う日本的雇用状況の見直し・新時代に向けての人材養成が、緊急課題とさ
れております。
このような国際・国内の変化は、各種の国際条約の批准や日本国憲法の改正の契機となっ
ており、また、国内法の大規模な改正と新たな法律の制定をもたらしております。法律は、
国際関係における利害対立の激化と国内のさまざまな利益対立とを調整する「基準＝ルー
ル」として、また事前の正義・事後のチェック機能として、ますます重要な役割を果たすよ
うになっています。「法の支配」の理念と法律の秩序維持機能の重要性を理解する人々は、
日に日に増加しております。

☆
本書は、21世紀における「法の支配」の再確認とその重要性に想いを致し、法律を学ぶ多く
の人々の要望に応える目的をもって、企画・制作されております。21世紀を迎え、我が国はま
すます高度知識情報社会・知価社会へと向かっています。国の権力機構の中においても、民
間企業・社会・文化・学術の各分野においても、専門的な知識・技能を体得した実務専門家
が大量に必要となります。この実務専門家の中で、特に、法律の実務専門職こそ、我が国に
おいて大規模に緊急養成・配備される必要があります。かかる国家・国民的要請に即応すべ
く、本書「C-Book」を刊行するものであります。
「C-Book」は立法論に主眼を置いた書物ではなく、現行法の解釈論を主眼とした内容に
なっております。司法試験・司法書士試験・公務員試験等、多くの法律系資格の試験におい
て問われるのは、現行憲法および主要法律の有権的解釈の有様と法解釈の技術（リーガルマ
インド）であるからです。しかし、実務法律職の人々にとっては、現行憲法を前提とした現
行法の解釈に重点を置いた書籍だけでは物足りず、憲法改正・現行法の改正、そして新規の
法律の制定・立法論に着目した書籍こそ必要であります。そこで、私たちは、読者の皆様が
現行法の改正・新たな立法へ進んでいくこともできるように、本書を編集しています。
読者の皆様には、このような現行法の解釈とリーガルマインドを体得した後、自らの人格
や哲学・世界観を賭けて立法論・改正論の書籍に進まれることを切に希望いたします。

☆
バブル経済の崩壊を受け1990年以降、日本経済は長く深い不況の中にありました。そし
て、このような近時の経済情勢を反映し倒産事件は増加の一途をたどり、そのための法整備
は喫緊の課題となっていました。
このような要請を受け法務省は平成８年以降、法制審議会の中で倒産法制全体についての
見直しをしてきました。見直しの過程では、実に170もの法律に改正が加えられ、これにより
我が国の倒産法制は大きく様変わりしたことになります。特に平成11年の民事再生法の制定、
平成14年の会社更生法の改正、平成16年の破産法の全面改正、およびこれに伴う関連法規の
改正は影響の大きなものでした。
そして、2008年からは、世界的な不況による景気後退の中、さらに多くの倒産が生じてい
ます。さらに事業再生ADRが新設され、これに対応すべく今回補訂することとしました。
以上のような倒産処理法制の重要性を認識したうえで、法曹志望者の多くが本書を手に真
剣に学ばれることを祈念いたします。

2010年６月吉日
LEC総合研究所　司法試験部
編著者代表　　　反町　勝夫



一　本書の効果的活用法

一般に倒産法と呼ばれる倒産処理関連法規は、大きく破産法・民事再生法・会社更生法・
商法特別清算手続・私的整理の５つの分野に分けられます。このように倒産法は複数の法律
から構成されるため、倒産法を体系的に理解するには多くの時間と労力が必要でした。しか
し実際には上記の各法律には多くの共通点があるので、その共通点を意識しながら相違点を
学ぶことができれば、倒産法の学習効率を飛躍的に上げることができます。
本書では、このような共通性を倒産法の学習に活かす工夫がなされています。具体的には
まず１編において倒産処理法全体の基本理念・各手続の概要を紹介しています。続く２編で
は倒産法の基本法たる破産法について十分な質と量をもって解説し、続く３編以降の、民事
再生法・会社更生法などでは、破産法で得られた理解を基に学習できるように配慮しており
ます。
　
各単元には、重要度に合わせて以下のＡＡ～Ｃのランクを側注に示しておりますので、学
習の参考にしてください。

　ＡＡ：試験で問われる可能性が非常に高く、かつ、きわめて重要度の高い必修単元である。
　　Ａ：試験で問われる可能性が比較的高く、かつ、重要な単元である。
　　Ｂ：基本的事項を理解しておくことが必要な単元である。
　　Ｃ：本試験においては、参考程度に見ておれば足りるものである。

二　本書の構成

１　「Legal Navigation」

本書では、編のはじめに「Legal Navigation」が設けてあります。これは、その編で学習
する大まかな内容を、平易な言葉で説明しているものです。初学者の方は、この「Legal
Navigation」を利用して、その編で学ぶ事項をイメージしてください。編を一通り読み終
わった後、確認のために再度「Legal Navigation」を読んでみるのもお薦めです。

２　目次、「学習の指針」

本書では、節や準節の目次を冒頭に示しています。今後学ぶ節や準節の構成を大まかに
押さえ、体系的理解に役立ててください。また、目次とともに「学習の指針」を設け、そ
の準節の内容を学習するにあたっての重要ポイントを示し、学習の方向付けをしていま
す。

３　「問題の所在」、「考え方のすじ道」、「アドヴァンス」

倒産法は新司法試験の選択科目として、論文式試験でのみ問われる科目です。本書で
は、倒産法の知識を活きた知識として論文式試験の答案に表現できるよう、具体的事例を
多く挙げ、論点を具体的に示す工夫をしています。「問題の所在」で論点の問題提起を学
び、「考え方のすじ道」で自説とする判例・通説の論理構造を学びます。「考え方のすじ
道」を徹底的に理解することが、新司法試験合格への確実な一歩となるでしょう。また、
より詳しく論点の争いを知ることができるように「アドヴァンス」において複数の学説を
解説しています。
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４　「One Point」

倒産法は、その分量の多さに比例して手続や論点で説明すべき事項も多くなります。た
だ、初学者が最初からすべてを理解することは困難ですので、やや重要度が落ちるものに
ついては「One Point」として表記しました。最初に全体像を把握する段階ではこの部分は
簡単に読む程度でもよいでしょう。

５　「論証カード」

本書では巻末に論証カードを用意しています。倒産法の論証カードはまだ各人で用意で
きていない状況だと思われます。論証カードを入手して、論証の学習を十分にすること
は、大きなアドバンテージとなるでしょう。

６　新司法試験論文式試験過去問

平成18年に第一回が実施されてから、既に３年分の過去問が蓄積されています。過去問
は、新司法試験の出題傾向や、問題の難易度を把握する道標となるだけでなく、自らの理
解の進度や深さを推し量る最良の素材となります。本書での勉強が進んだら、積極的に活
用し、自らの弱点を発見しましょう。また、平成19年度の新司法試験上位合格者（当該科
目の高得点者）の再現答案を掲載いたしました。新司法試験で要求されるレベルを把握す
るためにも、是非参考にしてください。

７　旧司法試験論文式問題の掲載

旧司法試験においても平成11年度まで破産法の論文式試験が実施されていました。本書
においても該当分野に旧司法試験論文式問題を掲載することで、学習の便宜を図れるよう
工夫しています。

本書に関する最新情報は、『LEC司法試験サイト』
（http://www.lec-jp.com/shihou/cbook/）にてご案内いたします。

PROVIDENCEシリーズ C-Bookとは？
私たちLECは司法試験の短期合格を目指した受験予備校として効率的な学習方法を実
践しています。短期合格のためには、法律の知識を理解・暗記するだけでは足りず、そ
れらの知識を活用するテクニック・試験の傾向に合わせた対策が必要です。LECでは、
20年以上もの間、司法試験の受験指導を行い、その集大成として「プロヴィデンス・テ
キスト」を講義用テキストとして制作致しました。そして、「プロヴィデンス・テキス
ト」は、多くの合格者から高い評価をいただいています。既刊の「C-Book」は、「プ
ロヴィデンス・テキスト」を基に編集されたもので、無理なくリーガルマインドを習得
できる最良のテキストとなっております。
倒産法は現行司法試験の科目ではありませんが、本書は既刊の「C - B o o k」と同様
に、法律の知識を、完璧（Complete）、かつ簡潔（Compact）に集約し、そして創造的
（Creative）に表現していくという「３C」の精神を基に作られています。
だからこそ、本書は、基本六法の「C-Book」と同じコンセプトで、皆様に法律をわ
かりやすくお伝えできるというわけなのです。
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1第 編 

倒産処理の方法 

　１編では、倒産法の全体像を概観します。2編以降で、

各手続の詳細を学ぶ前に、手続全体の流れと、手続相

互間の関係を理解することが１編での目的です。特に

手続全体の流れについては各論の学習にあたっても随時、

参照し、今学習しているのはどの部分の問題なのかを

確認するようにしてください。 

第1章 倒産処理の方法 
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第１編「倒産処理の方法」では、倒産処理一般論を概観します。

倒産制度の意義

一般に「倒産」という用語からは暗いイメージを受けるかもしれません。しかし倒産処理制度の法制
化・ガイドライン化はむしろ、経済的に危機状態にある債務者を過酷な状態から救済する機能を有します。
たとえば、ある多重債務者が、債務の弁済に窮する状態にある場合に、その状態を放置すると、債務者は過
酷な取立てを受け続け、経済的再起の機会が与えられないこととなります。ここでは倒産処理制度が設けら
れる意義を法的制度・私的制度を含めた観点から理解してください。

各倒産制度の概観

「倒産」といってもその中には、対象者の業務・債権債務関係を解消するための制度である清算型の制
度と、対象者の再起を図るための制度である再建型の制度があります。ここではそれぞれの類型としていか
なるものが含まれ、それぞれがどのような特色を有するかの概要を把握してください。
清算型のものとして破産手続・特別清算手続、再建型のものとして再生手続・更生手続・会社整理手続
が挙げられます。また、これらの法的制度と別に、私的整理といったものがあり、それについても近時、ガ
イドラインが作成されています。それぞれに特色がありますので、メリット・デメリットを理解して、具体
的場合にいかなる手続に従うのが適当かを考えながら学習してみてください。

【債務者が経済的に破綻した場合の処理】

一回的 
当事者が一人 
（共同）を想定 

民事訴訟法 

同時・集団的 
利害関係者が 
多数を想定 

債務者の 
経済的破綻 

破産手続開始原因たる 
事実が生ずるおそれが 
あるとき 

債務者が事実の継続に 
著しい支障をきたすこ 
となく弁済期にある債 
務を弁済することがで 
きないとき 

債務者が支払不能 

小規模個人再生 

給与所得者等再生 

民事再生法 

会社更生法 

破産法 

特別清算 債務者が債務超過 

再生型 
民事手続 

清算型 
民事手続 

住宅資金貸付債権 
に関する特則 
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1-1 倒産処理手続の必要性と全体構造

目　次

一　倒産処理手続の必要性

二　倒産処理手続の全体構造

三　倒産処理手続の選択

学習の指針

各倒産処理手続の具体的な手続に入る前に、倒産処理手続がなぜ必

要とされているのか、各種の倒産処理手続にはいかなる違いがあるの

かについて、概観しておきましょう。

一　倒産処理手続の必要性
倒産とは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、または特別
清算開始の申立てが裁判所に対してされること、および手形交換所にお
いて、当該手形交換所加盟の金融機関が、金融取引を停止する原因とな
る事実についての公表（取引停止処分）がなされることである。
債務者が倒産した場合、その状態を放置すると、債権者一般や債務者
自身にとって望ましくない結果をもたらすおそれが生じ、ひいては一般
経済社会にも多大な影響を与えかねない。すなわち、債務者が倒産して
しまった場合、個々の債権者が我先に権利行使をすると、早い者勝ちと
なってしまい、自らの債権をまったく回収できない債権者が出てくるこ
とになり不公平が生じる。しかし、このように自らの債権をまったく回
収できない状態にいつ自らが陥るか分からない事態は、債権者一般に
とって望ましいものではない。とはいっても、個々の債権者が権利行使
を自制することを期待することは難しい。そこで、倒産処理手続を整備
することにより、個々の債権者の権利行使を制限して、債権者一般が不
平等とならないようにする必要があるのである。
また、債務者、特に個人債務者については、倒産したとしても、生活を
続けていかなければならない。しかし、債務者が莫大な債務を負い続ける
としたら、債務者が将来収入を得るようになっても、すべて債権者に回収
されてしまい、債務者の経済的再生は事実上途絶えてしまう。債務者の経
済活動が社会にとって有益であったにもかかわらず、一度の失敗で再起不
能となってしまうのは、自由競争を萎縮させてしまい、経済社会にとって
望ましくない。そこで、倒産処理手続が必要となるのである。

1 倒産処理の方法
●1-1 倒産処理手続の必要性と全体構造　●1-2 破産法の概要　●1-3 民事再生法の概要
●1-4 会社更生法の概要　●1-5 その他の手続

F伊藤・９頁
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二　倒産処理手続の全体構造
倒産処理手続は大きく法的整理と私的整理に分かれる。このうち法的
整理は目的による区分として清算型・再建型に分類される。
清算型は債務者の全財産の清算を目的とする手続であり、破産手続・
特別清算手続がこれにあたる。再建型は債務者、特にその事業の再建を
目的とする手続であり、再生手続・更生手続がこれに該当する。

１　清算型手続の特徴

盧　破産手続

破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を管理処
分して集団的な債務処理を行う手続である。
破産手続では、①債権者は個別に権利行使することを禁じられる

が、総債権者に公平な満足を与えることができる、また②破産裁判所
の監督の下、破産管財人が権限を行使するので手続の公正さが担保さ
れる、③債務者は免責制度を利用することで再建のきっかけをつかむ
ことができるというメリットがある。
他方、①清算型手続であるため事業が解体されることに伴う社会的

損失が生じる、②手続が複雑なものとなり、柔軟性がなくなり、費用
と時間が多くかかる、③財産の換価において、換価が低廉な価格でな
されがちで、得られる配当が少ないというデメリットがある。

盪　特別清算手続

特別清算手続は、株式会社が解散決議をして清算手続を開始したに
もかかわらず、清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情、または債
務超過の疑いがある場合にとられる手続である。
特別清算手続では、①手続が簡略化されているので時間と費用が節

約できる、②破産と異なり、裁判所の監督を受けつつも協定という当
事者間の合意を基本にして進められるため、自主的清算手続が期待で
きるというメリットがある。
しかし、特別清算手続には利用権者の限定や、解散要件の厳格さか

ら実務上利用が困難というデメリットがある。

２　再建型手続の特徴

盧　再生手続

再生手続は、経済的窮境にある債務者が、債権者の多数の同意を得
て、債務の弁済と事業の遂行とを図る手続である。
再生手続は、①主に中小企業向けの再建型手続であり、さまざまな

制度が規定されていることから、個別的な事情に応じて柔軟な対応が
できる。また②手続開始後も、原則として、事業の遂行および財産の
管理処分権を債務者に残すいわゆるＤＩＰ（Debtor In Possession）型
の手続をとっていることから、管理型に比べより早い段階での手続開
始申立てが期待できる。③再生計画の可決要件が、緩やかであるため
可決が現実的なものであるというメリットがある。
しかし、原則ＤＩＰ型の手続であるため、モラル・ハザードが生じ

やすいというデメリットがある。

F伊藤・17頁

F伊藤・21頁

F伊藤・24頁

F伊藤・28頁
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盪　更生手続

更生手続は、窮境にはあるが、再建の見込みのある株式会社につ
き、債権者、株主その他の関係人の利害を調整しつつ、事業の維持更
生を図ることを目的とする手続である。
更生手続では、①必ず管財人が選任される管理型の手続のため、手

続運営の透明性が確保され、②また、担保権の内容も更生計画で変更
することができることから、事業再建により資するというメリットが
ある。
しかし、①詳細な手続規定を用意した分、手続が複雑なものとな

り、費用が高額となる、②手続の厳格さゆえに相当の時間・コスト・
手間がかかるというデメリットがある。

三　倒産処理手続の選択

１　清算型

盧　破産手続

債務者の総財産をもって総債権者に公平な満足を与えることを目的
とする清算型の裁判上の倒産処理手続。

盪　特別清算手続

清算中の株式会社について、清算遂行の支障または債務超過の疑い
がある場合に、債権者、株主の利益を保護するために清算人に対する監
督を強化して、より厳格な手続で行われる裁判上の特別な清算手続。

２　再建型

盧　再生手続

再生手続のように手続開始原因を緩和し、簡易・迅速・自主性を尊
重した解決が可能な中小企業にとって利用しやすい再建型倒産処理手
続。

盪　更生手続

倒産の危機にあるが再建の見込みのある株式会社について、利害関
係人の利害を調整しつつ、企業の維持を図る裁判上の倒産処理手続。

３　私的整理

経済状態が破綻に瀕した債務者が、債権者および債務者の合意の下
に、自主的に財産関係の処理をすること。

【倒産処理手続の一覧】

破産手続 
 
特別清算手続 
 
再生手続 
 
更生手続 
 

法的倒産処理 

清算型 

再建型 

私的整理 

F伊藤・31頁
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各倒産処理がどのような場面で用いられるかを簡単に表すと、以下の
フローチャートのようになる。

【倒産処理手続の選択】

手続選択 

更生手続 

YES

YES

NO（清算型） 

NO

NO

YES（再建型） 

YES

YES

私的整理 
債権者との話し合い 
で解決できる場合か 

破産手続 再建可能性があるか 

NO費用が多くかかって 
も厳格な手続による 
べき場合か 

NO 再生手続 
（個人再生） 

債務者は株式会社で 
ある 

再生手続 

特別清算手続 
すでに清算手続中の 
株式会社である 
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1-2 破産法の概要

目　次

一　破産法の意義

二　破産法の概要

学習の指針

破産法は清算型倒産処理手続の一般法といわれています。各倒産処

理手続の中でも利用件数が多く重要な制度です。まず、全体の大まか

な流れをつかんでください。

一　破産法の意義
破産とは、債務者が経済的に破綻した場合に、その財産関係を清算
し、総債権者に公平な弁済を図る裁判上の手続をいう。倒産処理手続の
１つとしてみた場合、破産は、裁判所により選任された破産管財人が、
倒産状態に陥った債務者の財産を管理・処分して、集団的な債務処理を
行うという、清算型倒産処理の典型といえる。同時に、すべての倒産処
理方法が行き詰まった場合にたどりつく、いわば「終着駅」ともいえ
る。

二　破産法の概要

１　まず、債務者に破産原因（支払不能（15条）、債務超過（16条））が生
じた場合、債権者や債務者などが破産の申立てを行うと、裁判所が破産

原因の存否等について審理したうえで、破産手続開始決定をする。
もっとも、申立てから破産手続開始決定まで一定の期間が必要となる
ので、その間に債権者が我先に権利を行使したり、逆に債務者が財産を
隠匿・処分したりすると、手続が開始されたときにはすでに債権者に満
足を得させる財産は何も残っていないという事態が起こり得る。そこ
で、破産の申立てがあった場合、破産手続開始決定前に、裁判所が債務
者の身体・財産に対して一定の暫定的な処分をなすことが認められてい
る。これが保全処分（24条以下）と呼ばれるものである。
↓

２　破産手続開始決定と同時に、裁判所は破産管財人を選任し、債務者か
ら財産の管理処分権限を奪い取って（78条１項）、後の清算手続がしや
すいように、債務者の財産状態を組み直していく。以後は、破産管財人
が債務者（破産者）の財産を管理し、最終的には破産債権者の共同の満
足のために換価する。具体的には、破産管財人は、否認権（160条以下）
を行使して債務者財産（破産財団）の増殖を図り、他方で、取戻権（62
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条以下）・別除権（65条以下）・相殺権（67条以下）の行使を受けるな
どして、債務者の財産を本来あるべき姿（法定財団）に近づけていくこ
とになる。
ここで、否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産債権者を害
すべき行為の効力を、破産財団との関係において失わせ、いったん財団
から失われた財産を財団に回復する権利をいい、民法の詐害行為取消権
に類似するものである。否認権が行使されると、破産財団は増加（プラ
ス）することになる。
これに対し、取戻権や別除権、相殺権が行使されると、破産財団は減
少（マイナス）することになる。たとえば、他人が破産者に貸している
コピー機については、その他人が取戻権を主張して破産手続外で権利行
使することができる。また、抵当権などの担保が設定されている財産に
ついては、担保権者（別除権者）は破産手続によらないで優先的に弁済
を受けることができる。
↓

３　債権者は、破産手続開始決定により、破産手続によらない個別的権利
行使を禁じられ、その債権額は届出・調査・確定の手続（111条～）を経
て確定される。
↓

４　そのうえで、債務者財産（破産財団）は換価され、そこから、まず、
財団債権（破産債権に優先し、かつ、破産手続によらず随時に弁済を受
けることができる債権）が弁済され、その残りが配当のための原資（配
当財団）となる。配当によってのみ弁済を受けることができる債権は破
産債権と呼ばれ、届出・調査・確定の手続を経なければならない。
なお、破産債権は優先的破産債権、一般的破産債権、劣後的破産債
権、約定劣後債権の４つに分類される（98条、99条）。従業員の未払給
与等の優先的破産債権は一般の破産債権より優先的に弁済を受ける。
↓

５　個人破産手続の場合は以上の手続に加え免責・復権といった手続があ
る。最終的に、破産手続上の配当によって弁済されなかった破産者の債
務のうち破産債権に基づく債務については一定の者が免責を申し立て、
これに対する裁判によってその責任を免除する免責決定（248条～）が下
され、その決定が確定した場合、破産者は破産手続開始決定によって受
けている行使の権利・資格の制限から解放される（復権）。
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【破産手続の流れ】

財産状況報告集会等 
（31・158・159） 

破産手続開始決定 
破産財産の管理処分権が破産管財人に専属（78） 
個別的権利行使の禁止（100Ⅰ） 
同時処分（31） 
付随処分（32・257・258・262） 

破産手続開始の申立て 
（18・19） 

破産原因（15～） 
破産障害事由（30） 

棄却決定 

費用予納（22） 

保全処分（24～） 

同時破産廃止（216） 

破産手続終結手続 

破産終結決定（220） 

追加配当（215） 

目的達成による終了 

最後配当（195） 
簡易配当（204）  
同意配当（208） 

目的達成によらない終了 

破産廃止（216～） 

他手続への移行 
（民再法184Ⅰ、会更法 
208Ⅰ） 

職権（民法70、商法402・455、 
民再法250、会更法252） 

①届出（111） 
破産債権者表作成（115） 
認否書の作成・提出（117） 
②調査 
調査期間・調査期日（117～123） 
③確定 
異議なし…確定（124） 
異議あり 
　　査定手続（125） 
　　査定異議の訴え（126）　　 
＊有名義債権の特則（129Ⅰ） 

破産債権の確定手続 

双方未履行契約の処理（53Ⅰ） 
破産財団の占有管理（78・79） 
財団状況の調査等（153～159） 
財団の換価（184・185） 
否認権行使（160～） 
役員の責任追及（177～181） 
担保権の消滅（186～191） 

破産財団の管理・換価 

取戻権（62～） 

別除権（65～） 

相殺権（67～） 

異時廃止（217） 
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